
令令令和和和５５５年年年度度度当当当初初初予予予算算算編編編成成成過過過程程程ののの公公公表表表   

１．予算編成の基本方針（抜粋） 

令和５年度予算編成の基本的な考え方 

（１）基本方針 

令和５年度予算については、新たな浦安を市民の皆様と「共に」「創る」、「共創」の

まちづくりを推進することとし、緊急度や優先度を見極め、必要性が高い事業を基本

とし編成する。 

また、健全で安定した財政運営を堅持していくため、全ての歳出事業について、民

間活力の活用や官民の役割分担の視点を持ち、事業の見直しによる必要な財源の確保

を図り、持続可能な財政構造を確立する。 

 （２）重点施策 

総合計画に掲げる本市のまちづくりの将来都市像である「人が輝き躍動するまち・

浦安」を実現していくため、基本目標「育み学び誰もが成長するまちへ」、「誰もが健

やかに自分らしく生きられるまちへ」、「安全・安心で快適なまちへ」、「多様な機能と

交流が生み出す魅力あふれるまちへ」に対応する重点施策を実施していくが、市民の

生命・財産を守ることを第一に考え、この時期を逸すると実現が困難な施策・事業を

基本とする。 

 

以上、重点施策を実施するために、職員一人ひとりが、社会経済情勢や行政需要の

変化に的確に対応し、コスト意識を持った効率的な予算編成を行うこととする。 

 

２．予算編成の流れ 

 令和５年度の当初予算が、どのような過程で編成されるかを簡単に説明します。 

10月３日 ★予算編成方針を庁内に通知 

10月４日 

～  

10月 26日 

★予算要求書の作成、提出 

  ⇒ 各部署（○○部○○課）が、予算（歳入、歳出）の要求書を作成

し、提出します 

11月１日 

～  

11月 29日 

★予算ヒアリング 

  ⇒ 各部署が提出した『予算要求書』をもとに、財政課がヒアリング

（要求内容の聴取）を行います 

12月中 ★予算査定 

  ⇒ 財政課において、要求された予算の査定を行います 

さらに、財務部長査定などを通して、予算は徐々にスリムになっ

ていきます 

第３回目 
（最終査定状況） 



１月上旬 

 

★市長調整 

  ⇒ 財政課から市長へ、要求内容や査定状況の報告を行い、調整を進

めます 

１月下旬 ★最終内示  ⇒ 各部署に対し、財務部長が予算の内示を行います 

２月 ★予算案審議 

  ⇒ 市議会に、予算案を提案し、審議が行われます 

 

３．予算要求から市長査定までの状況 

 ＊別紙「令和５年度当初予算の査定状況」を参照してください。 

    ◆ 「令和５年度各会計予算の査定状況」 

    ◆ 「令和５年度当初予算の査定状況（一般会計）」（歳入） 

    ◆ 「令和５年度当初予算の査定状況（一般会計）」（歳出） 



（単位：千円）

歳　入(A) 歳　出(B)
収支

(Ａ－Ｂ)
歳　入(A) 歳　出(B)

収支
(Ａ－Ｂ)

歳　入(A) 歳　出(B)
収支

(Ａ－Ｂ)

72,639,595 78,530,126 △ 5,890,531 72,629,145 74,639,573 △ 2,010,428 76,100,000 76,100,000 0

11,871,680 11,871,680 0 12,140,216 12,137,775 2,441 12,150,000 12,150,000 0

492,630 492,630 0 492,630 492,801 △ 171 700,000 700,000 0

保険事業勘定 7,984,932 7,984,932 0 7,984,949 8,068,121 △ 83,172 7,806,000 7,806,000 0

介護サービス
事業勘定

1,138,893 1,138,893 0 1,143,322 1,129,644 13,678 1,131,000 1,131,000 0

1,989,754 1,989,754 0 1,983,853 1,982,766 1,087 1,982,000 1,982,000 0

96,117,484 102,008,015 △ 5,890,531 96,374,115 98,450,680 △ 2,076,565 99,869,000 99,869,000 0

収　入(A) 支　出(B)
収支

(Ａ－Ｂ)
収　入(A) 支　出(B)

収支
(Ａ－Ｂ)

収　入(A) 支　出(B)
収支

(Ａ－Ｂ)

5,001,724 5,481,456 5,467,715 5,522,643 5,172,000 5,434,000

【備考】

介
護
保
険

特
別
会
計

後期高齢者医療
特別会計

墓地公園事業
特別会計

公営企業会計
（下水道事業）

●下水道事業については、減価償却費のような現金の収入・支出が伴わないものがあることから、収入と支出（歳入と歳出）
　が同額にはなりません。

会計

令和５年度　各会計予算の査定状況

財務部査定額
(令和４年12月19日の状況)

令和５年度予算要求額
(令和４年10月26日の状況)

市長査定額
会計

●歳入－歳出による収支差は、今後の査定において縮小していきます。

●上記要求額は、令和４年10月26日時点となります。これ以降も、国・県の動向などを踏まえ、追加要求など変動があります。

合　計

国民健康保険
特別会計

一般会計

◆一般会計：市が行う行政運営の基本的な経費を計上したもので、市税などを主な財源として構成し、市の会計の
中心となるものです。

◆特別会計：市が特定の事業を行う場合に一般会計と区別して設置し、その特定の歳入をもって、特定の歳出に
充てるものです。

◆公営企業会計（下水道事業）：下水道事業については、地方公営企業法を適用し、民間企業に似た経理を行うもので、

経営活動に伴って生じる収益的収支と資本的収支の２種類で構成されます。



（歳　入）

令和４年度
当初予算

要求額　① 構成比 査定額　② 構成比
査定留保とした額
(査定額②に含む) 査定額　③ 構成比 ③－①＝④

伸び率
④/①

市　　　税 39,528,440 40,382,800 55.6 40,382,800 55.6 － 41,104,180 54.0 721,380 1.8

地方譲与税、
各種交付金 6,174,920 6,183,619 8.5 6,183,619 8.5 － 6,408,620 8.4 225,001 3.6

分担金及び負担金、
使用料及び手数料 2,438,380 2,279,524 3.1 2,272,010 3.1 － 2,269,670 3.0 △ 9,854 △ 0.4

国庫支出金、
県支出金 12,888,880 15,875,822 21.9 15,691,112 21.6 － 15,879,580 20.9 3,758 0.0

財産収入、
寄　附　金 629,650 700,623 1.0 717,560 1.0 － 1,088,120 1.4 387,497 55.3

繰入金 1,845,600 91,158 0.1 83,592 0.1 － 1,888,470 2.5 1,797,312 1,971.6

繰越金、
諸　収　入 2,454,330 2,354,548 3.2 2,349,991 3.2 － 2,343,260 3.1 △ 11,288 △ 0.5

市　　　債 2,239,800 4,771,501 6.6 4,948,461 6.8 － 5,118,100 6.7 346,599 7.3

合　計 68,200,000 72,639,595 100.0 72,629,145 100.0 － 76,100,000 100.0 3,460,405 4.8

【備　考】

136,400,000

●上記要求額は、令和４年10月26日時点となります。これ以降も、国・県の動向などを踏まえ、追加要求など変動があります。

令和５年度　当初予算の査定状況（一般会計）

（単位：千円）

令和５年度予算要求額
(令和４年10月26日の状況)

財務部査定額
(令和４年12月19日の状況)

市長査定額 比　　較

◆【市 税】：市民の皆さんや市内に事務所を持つ法人等に納めていただくものです。市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税などがあります。
◆【地方譲与税、各種交付金】：国・県が徴収したものを、一定の基準で按分し市に交付されるものです。
◆【分担金及び負担金、使用料及び手数料】：分担金及び負担金は、市の行う事業により利益を受ける方から、その受益を限度として徴収するものです。

保育所の保育料などが該当します。また、使用料及び手数料は、市の施設や特定の事務により利益を受ける方から、その受益に対する負担
として徴収するものです。テニスコートの使用料や住民票の写しの交付手数料等が該当します。

◆【国庫支出金、県支出金】：国庫支出金は、国と市の行う事業の経費負担区分に基づいて、国が市に支出するものです。また、県支出金は、県が市に
対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するものと、県が国庫支出金を経費の全部または一部として交付するものがあり
ます。

◆【財産収入、寄附】：財産収入は、市が有する財産の貸付け、売払い等により得た現金収入のことです。公共用地の売払収入や、基金積立金の利子等が
該当します。また、寄附金は、金銭の贈与となります。使途が特定されない一般寄附金と、使途を限定した指定寄附金があります。

◆【繰入金】：一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするものです。
◆【繰越金、諸収入】：繰越金は、前年度の決算上の剰余金です。また、諸収入は、収入の性質により、他の収入科目に含まれない収入となります。
◆【市 債】：市が事業を行うにあたり、財源が不足する場合、特に一時に多額の資金を必要とするときに、外部（政府・地方公共団体金融公庫・銀行など）

から資金を調達するもので、長期的な借入金です。



（歳　出）

令和４年度
当初予算

要求額　① 構成比 査定額　② 構成比
査定留保とした額
(査定額②に含む)

査定額　③ 構成比 ③－①＝④
伸び率
④/①

議会費 346,580 345,845 0.4 344,333 0.5 - 349,220 0.5 3,375 1.0

総務費 7,105,110 7,747,315 9.9 7,287,379 9.8 - 7,658,550 10.1 △ 88,765 △ 1.1

民生費 28,794,330 30,544,175 38.9 29,789,439 39.9 - 29,828,910 39.2 △ 715,265 △ 2.3

衛生費 6,444,930 10,475,979 13.3 10,161,369 13.6 - 10,284,650 13.5 △ 191,329 △ 1.8

農林水産業費 6,260 6,261 0.0 6,261 0.0 - 7,280 0.0 1,019 16.3

商工費 1,134,820 1,131,239 1.4 1,122,524 1.5 - 1,317,880 1.7 186,641 16.5

土木費 6,963,250 8,277,435 10.5 7,349,822 9.8 - 7,999,880 10.5 △ 277,555 △ 3.4

消防費 2,295,570 2,397,269 3.1 2,265,002 3.0 - 2,169,000 2.9 △ 228,269 △ 9.5

教育費 11,030,370 13,436,161 17.1 12,144,997 16.3 - 12,313,540 16.2 △ 1,122,621 △ 8.4

災害復旧費 100 0 0.0 0 0.0 - 100 0.0 100 皆増

公債費 3,978,680 4,068,447 5.2 4,068,447 5.5 - 4,070,990 5.3 2,543 0.1

予備費 100,000 100,000 0.1 100,000 0.1 - 100,000 0.1 0 0.0

合　計 68,200,000 78,530,126 100.0 74,639,573 100.0 - 76,100,000 100.0 △ 2,430,126 △ 3.1

【備　考】 ●上記要求額は、令和４年10月26日時点となります。これ以降も、国・県の動向などを踏まえ、追加要求など変動があります。

令和５年度　当初予算の査定状況（一般会計）
（単位：千円）

令和５年度予算要求額
(令和４年10月26日の状況)

財務部査定額
(令和４年12月19日の状況)

市長査定額 比　　較

◆【議会費】：市議会事務局の予算
◆【総務費】：防災、防犯、広報、国際交流、選挙等の予算
◆【民生費】：社会、障がい者・老人・児童福祉、国民年金等の予算
◆【衛生費】：環境、清掃等の予算
◆【農林水産業費】：漁港施設関係の予算
◆【商工費】：商・工業振興、観光振興等の予算
◆【土木費】：交通安全、道路整備、都市計画、公園整備、市街地開発等の予算
◆【消防費】：消防施設等の予算
◆【教育費】：小・中学校、教育振興、幼稚園、公民館、図書館、博物館、スポーツ振興、給食センター等の予算
◆ 【災害復旧費】 ：災害によって生じた被害の復旧に要する予算
◆【公債費】：市が借り入れた過去の債務の支払いに要する予算
◆【予備費】：予算外の支出または予算超過の支出にあてるための予算


